
　

現
在
の
共
済
年
金
制
度
は
、「
年
齢
に
よ
る
定
額
部
分
の
支
給

開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」・「
加
給
年
金
の
改
定
」・「
年
金
外
の
所

得
に
よ
る
一
部
支
給
停
止
」・「
雇
用
保
険
法
に
よ
る
失
業
給
付
と

の
調
整
」・「
複
数
年
金
の
併
給
調
整
」・「
65
歳
到
達
に
よ
る
老
齢

基
礎
年
金
及
び
本
来
支
給
の
退
職
共
済
年
金
の
請
求
」等
、複
雑

に
な
っ
て
お
り
、退
職
後
に
お
き
ま
し
て
も
報
告
や
請
求（
届
出
）

が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
ご
案
内
を
す
る
と
と
も
に
、

次
の
実
施
要
領
に
基
づ
き
平
成
22
年
度
退
職
予
定
者
年
金
相
談

会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

【
実
施
要
領
】

1 
対
象
者

　

平
成
22
年
度
退
職
予
定
の
58
歳
以
上（
昭
和
28
年
4
月
1
日
以
前

生
ま
れ
）の
組
合
員
及
び
元
組
合
員（
以
下「
組
合
員
等
」と
い
う
）。

2 

募
集
、申
込
方
法
等

　

参
加
募
集
等
に
か
か
る
通
知
に
つ
き
ま
し
て
は
、当
共
済
組
合

よ
り
各
所
属
所
に
対
し
て
通
知
い
た
し
ま
す
。参
加
を
希
望
す
る

場
合
に
は
、所
定
の
申
込
書「
年
金
相
談
会
個
人
情
報
申
出
書
」

に
年
金
算
定
を
行
う
う
え
で
必
要
と
な
り
ま
す
情
報
等
を
記
入

い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、お
申
し
込
み
は
各
所
属
所
で
取
り
ま
と
め
て
行
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、共
済
事
務
担
当
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
参
加
は
1
人
1
回
限
り
で
す
。（
複
数
回
の
参
加
は
で
き
ま
せ
ん
）

3 

開
催
場
所
等

　

次
の
日
程
で
開
催
を
予
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、ご
都
合

に
応
じ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い（
日
程
は
都
合
に
よ
っ
て
変
更
と
な
る

場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、詳
し
く
は
共
済
事
務
担
当
課
に
ご
確

認
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
）。

　

な
お
、所
属
所
単
位
で
の
振
り
分
け
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、皆
さ

ん
の
ご
都
合
に
応
じ
て
、参
加
希
望
の
開
催
場
所
を
お
選
び
く
だ

さ
い
。

※
た
だ
し
、会
場
等
の
都
合
に
よ
っ
て
定
員
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
調

整
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、予
め
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

◎
平
成
22
年
度
の
開
催
予
定

平
成
22
年

8
月
上
旬
 ・
・
・
・

市
町
村
会
館（
橿
原
市
）

８
月
下
旬
 
・
・
・
・

市
町
村
会
館（
橿
原
市
）

9
月
上
旬
 ・
・
・
・

か
が
や
き
プ
ラ
ザ（
天
理
市
）

9
月
下
旬
 ・
・
・
・

五
條
市
民
会
館（
五
條
市
）

10
月
上
旬
 ・
・
・
・

大
和
高
田
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー（
大
和
高
田
市
）

11
月
上
旬
 ・
・
・
・

奈
良
県
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー（
葛
城
市
）

11
月
下
旬
 ・
・
・
・

あ
ら
か
し
ホ
ー
ル（
大
淀
町
）

12
月
中
旬
 ・
・
・
・

な
ら
ま
ち
セ
ン
タ
ー（
奈
良
市
）　

平
成
23
年　

1
月
中
旬
 ・
・
・
・

プ
リ
ズ
ム
へ
ぐ
り（
平
群
町
）

1
月
下
旬
 ・
・
・
・

美
榛
苑（
宇
陀
市
）

※
開
催
場
所
の
後
の（　
　

）内
は
、そ
の
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
名
を
示
し
て

い
ま
す
。

※
都
合
に
よ
っ
て
、日
程
や
会
場
が
変
更
と
な
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、ご
参
加
い

た
だ
く
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、共
済
事
務
担
当
課
に
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
開
催
日
に
つ
い
て
は
、各
所
属
所
宛
て
に
通
知
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、共

済
事
務
担
当
課
ま
で
、お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

4 

内
容

①
個
別
に
よ
る
退
職
時
の
年
金
額
の
提
示

②
退
職
後
の
年
金
額
の
推
移（
65
歳
か
ら
の
老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
）

　

平
成
21
年
度
の
退
職
予
定
者
年
金
相
談
会
は
、こ
れ
ま
で
の
所

属
所
を
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
く
形
式
と
は
異
な
り
、県
内
11
箇
所

の
会
場
に
お
い
て
開
催
す
る
こ
と
と
し
、お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た

方
々
に
ご
来
場
し
て
い
た
だ
く
形
式
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
で
の
平
成
21
年
度
退
職
予
定
者
年
金
相

談
会
に
、各
会
場
の
総
数
４
４
７
名
の
方
々
に
ご
参
加
、ご
協
力
い

た
だ
き
無
事
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
後
に
お
き
ま
し
て
も
、組
合
員
の
皆
さ
ん
の
将
来
の
生
活
設

計
の一
助
と
し
て
い
た
だ
く
た
め
、年
金
相
談
会
事
業
を
行
っ
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、ご
協
力
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

「
平
成
 21
年
度
退
職
予
定
者
年

金
相
談
会
」の
実
施
報
告

「
平
成
 22
年
度
退
職
予
定
者

年
金
相
談
会
」開
催
の
お
知
ら
せ
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な
お
、平
成
23
年
以
降
の
長
期
給
付
に
係
る
掛
金
率
は
、次
の

と
お
り
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

③
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ

④
年
金
制
度
に
つ
い
て（
再
就
職
に
よ
る
年
金
の一
部
支
給
停
止
、

　

複
数
年
金
の
併
給
調
整
な
ど
）

⑤
退
職
後
の
健
康
保
険
に
つ
い
て

⑥
参
加
者
か
ら
の
質
疑
応
答

5 

個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

年
金
相
談
会
に
参
加
い
た
だ
く
場
合
に
は
、そ
の
年
金
額
算
定

の
基
礎
資
料
と
し
て「
年
金
相
談
個
人
情
報
申
出
書
」を
ご
提
出

い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

こ
ち
ら
は
、相
談
会
に
お
い
て
作
成
い
た
し
ま
す
基
礎
資
料
と

退
職
共
済
年
金
決
定
時
に
お
け
る
確
認
資
料
と
し
て
の
み
使
用

す
る
こ
と
と
し
、個
人
に
関
す
る
大
切
な
情
報
と
し
て
取
り
扱
い

い
た
し
ま
す
。な
お
、配
偶
者
の
情
報
に
つ
き
ま
し
て
も
同
じ
取
り

扱
い
と
い
た
し
ま
す
。

6 

そ
の
他

　
い
ず
れ
の
会
場
に
つ
い
て
も
、原
則
午
後
１
時
か
ら
の
開
始
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

　

2
時
間
程
度
の
全
体
説
明
を
行
い
、そ
の
後
、質
疑
応
答
の
時

間
を
設
け
、参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ん
か
ら
の
質
問
等
に
個

別
で
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、参
加
に
あ
た
り
ま
し
て
の
会
場
ま
で
の
交
通
費
は
、各
自

の
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。ま
た
、駐
車
料
金
が
必
要
と
な
る
場

合
は
、そ
の
費
用
も
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
21
年
に
行
わ
れ
た
地
方
公
務
員
共
済
年
金
に
お
け
る
財

政
再
計
算
に
よ
り
、平
成
22
年
9
月
に
長
期
給
付
に
係
る
掛
金
率

は
、次
の
と
お
り
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

区 分 本
年
９
月
に
長
期
給
付
に
係
る
掛
金
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

※給料に係る掛金を算定する場合、掛金率を基本給に乗ずることになっています。したがって、諸手当を除いたも
のに掛金率が乗じられることとなりますので、給料に対する割合は、期末手当等に対する割合と異なります。

給料に
対する割合※

期末手当等に
対する割合

平成21年9月

～

平成22年8月

94.7125

75.77

平成22年9月

～

平成23年8月

96.9250
（＋2.2125）

77.54
（＋1.77）

（単位：‰）

※平成21年に行われた財政再計算に係る情報については、
連合会のホームページに掲載しております。どうぞご覧ください。

http://www.chikyoren.or.jp

※長期給付に係る掛金率は、地方公務員共済組合連合会定款で定めています。

区 分

給料に
対する割合

期末手当等に
対する割合

平成23年9月

～

平成24年8月

99.1375
（＋2.2125）

79.31
（＋1.77）

平成25年9月

～

103.5625
（＋2.2125）

82.85
（＋1.77）

（単位：‰）

平成24年9月

～

平成25年8月

101.3500
（＋2.2125）

81.08
（＋1.77）
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